
太子町教育委員会／令和４年４月定例会議事録 

 

日時及び場所 

○日時 令和４年４月 27日（水） 

開会時間：午前９時 30分 

休憩時間：なし 

      閉会時間：午前10時20分 

○場所 役場庁舎３階 第１会議室 

 

会議に出席した者の職氏名 

 ○出席者 

教育長 勝良教育長  

委 員 仲 教育長職務代理者、上籔委員、明石委員、筒井委員 

事務局 池田教育次長、正野教育総務課長兼給食センター所長、矢野教育総務課学務指導担当課長、

東條生涯学習課長、吉村教育総務課長補佐、川村教育総務課主査 

 

 ○欠席者 

       なし 

 ○傍聴者 

       １名 

 

議題 

○日程第１ 会議録署名委員の指名 

○日程第２ 教育長の報告 

○日程第３ 議案第１号 太子町立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する 

             規則中改正の件について 

○日程第４ 報告第１ 号 令和４年４月１日付、人事異動について 

○日程第５ 報告第２ 号 町立幼稚園就園・小中学校就学状況および進路状況について 

○日程第６ 諸般の報告（その他） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



勝 良 教 育 長  おはようございます。 

それでは、これより教育委員会４月定例会を開催いたします。 

まず、【日程第１ 会議録署名委員の指名】をいたします。本日の署

名委員は、【上籔委員】にお願いいたします。 

続きまして、【日程第２ 教育長の報告】について報告申し上げます。 

 

勝 良 教 育 長  緑が目に鮮やかな時期となりました。令和４年度が始まりあっとい

う間に１ヶ月が過ぎようとしておりますが、大阪のコロナの感染状況

はイエローステージということで、制限等については若干緩和された

ようですが、まだまだ油断できない状況が続いていると思います。 

３回目のコロナワクチン接種が先日万葉ホールであり、私も立ち会

いをさせていただきましたが、全体的に接種される方の人数が減って

きており、小学生、中学生の接種も減っているように感じました。現

在、コロナの感染により中学校で学年閉鎖をさせていただいておりま

す。 

学校運営については、文科省から最大限通常に近い運営ができるよ

う努力して欲しいといった通達が出ておりますので、子ども達の成長

の中のかけがえのない一過程に立ち会っているんだという思いを持っ

て、学校園とも十分に協議をしながら取り組んでいかなければならな

いと考えております。 

昨日の新聞報道で、部活動の在り方についてという記事があり、土

曜、日曜の部活動を地域の方々にお願いするといった方向性が出され

るようでございますが、この間、教育長への意見聴取ということで部

活動の在り方についてのアンケート調査がありました。私の方から、

部活動は中学校の教育において体育・徳育と共に人間をつくるといっ

た大切な役割を果たしているものであり、先生と生徒の人間関係の中

で他では学べないものを学ぶ場であり、また、生きていく上で必要な

目に見えない力を育むところであり、学校教育の中に残して欲しいと

いう意見を書いて出させていただきました。有識者会議の中でも、多

忙な教職員の負担軽減につながればということで検討していただいて

いるようでございますが、今後とも動向をしっかりと注視しながら、

太子町としてどの様に取り組んでいくのかを学校とも相談しながら進

めていきたいと考えております。 

先程、お配りさせていただきました公立学校教職員募集のリーフレ

ットですが、山田小学校の西野校長の写真と文章が掲載されておりま

す。昨今教職員の成り手が不足しておりますので、学校は魅力のある

職場であるといったアピールをしていただいておりますので、またご

覧いただければと思います。 

本日は、審議案件もありますので、最後までよろしくお願い申し上

げます。 



 以上でございます。 

 

勝 良 教 育 長  

 

 何かご質問はございませんか。 

 

勝 良 教 育 長  無いようでございますので、続きまして、順番を入れ替えさせてい

ただき、【日程第４ 報告第１号 令和４年４月１日付、人事異動につ

いて】説明を求めます。 

 

池田教育次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月１日付、人事異動について、前回口頭で報告をさせて

いただいておりますが、本日は資料をつけさせていただいております。 

なお、異動があった部分についてのみ報告させていただきますのでご

了解いただきたいと思います。また、敬称については省略をさせてい

ただきます。 

まず、教育総務課でございますが、指導主事で課長補佐の光野公翁

が河内長野市立小山田小学校の教頭として転出されました。その後任

としまして、町立中学校から吉村元貴が着任してございます。また、

小原漱斗が税務課に異動となり、その後任としまして新規採用職員の

岩崎惣馬が配属となってございます。 

新任者の氏名には下線を引いておりますので、そちらをご参照くだ

さい。 

続いて教育総務課関係の会計年度任用職員ですが、前任者の任期切

れに伴い、学校司書として新たに木原怜子を採用してございます。 

次に給食センターですが、田谷広子が福祉介護課に異動となり、後

任として森直樹が地域整備課より配属となってございます。また、会

計年度任用職員の栄養士として、新たに諸留真希を採用しております。 

次に生涯学習課ですが、課長の鳥取勝憲が地域整備課へ異動となり、

後任として東條信也が秘書政策課より配属となってございます。 

出先機関については館長兼任ということになりますので、全館東條

課長が兼任となっております。それから、出先機関の会計年度任用職

員ですが、生涯学習センターの施設管理者として志水陽子、スポーツ

公園の施設管理者として松本康成、歴史資料館の学芸員として伊勢千

晶をそれぞれ新規採用として配属してございます。 

以上、令和４年４月１日付けの教育委員会関係の人事異動となって

ございます。 

東條課長と吉村課長補佐は本日が初出席となりますので、一言ずつ

お願いします。 

 

生 涯 学 習 課 

東 條 課 長 

先程ご紹介いただきました東條です。昨年度は総合教育会議でお世

話になっておりました。教育委員会は初めてですので、何分わからな

い点が多いですが、しっかり頑張っていきたいと思いますのでよろし



くお願いします。 

 

教 育 総 務 課 

吉村課長補佐 

先程ご紹介いただきました吉村と申します。昨年度まで中学校の方

で勤務させていただきながら、生徒と共に太子町のよさを学んできた

つもりです。また、子どものために一生懸命頑張りますのでよろしく

お願いいたします。 

 

池田教育次長 新たなメンバーで４月から取り組んでいきたいと思いますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

勝 良 教 育 長   ご質問等ございませんか。 

  

仲 教育長職務代理者  生涯学習センターの施設管理者は２名ということですか。 

 

池田教育次長  貴治、弓場、志水の３名になります。生涯学習センターは夜間帯の

勤務もありますが、短時間勤務の非常勤職員については資料に掲載し

ておりません。 

 

仲 教育長職務代理者  生涯学習センター勤務で雇用している方は、全部で何名になります

か。 

 

生 涯 学 習 課 

東 條 課 長 

今手元に資料がないので正確な数は申し上げられませんが、公民館

機能と図書館機能を併せ持った施設になりますので、施設管理者と司

書の方等で夜間勤務も含めてローテーションを組んでおります。 

 

池田教育次長  当面は、生涯学習センターに常時２名、図書館に常時３名の職員を

置く体制で考えております。夜間帯については別ですが。 

 

勝 良 教 育 長  他にございませんか。 

 

勝 良 教 育 長  無いようですので、続きまして、【日程第３ 議案第１号 太子町立

学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則中改正

の件について】説明を求めます。 

 

教 育 総 務 課 

正 野 課 長 

 それでは、日程第３ 議案第１号 太子町立学校の府費負担教職員

の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則につい

て説明させていただきます。 

改正理由でございます。市町村立学校の府費負担教職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規則（準則）の一部が改正されたことに伴い、 

本町立学校の府費負担教職員においても同様の改正を行うものでござ



います。 

改正内容についてですが、第３条及び第５条の一部が改正されてお

ります。新旧対照表をご覧ください。第３条中「宿泊を伴う学校行事

において児童又は生徒を引率する業務の引率業務」の次に「及び条例

第 11条に規定する業務」を追加しております。続いて、第５条でござ

いますが、臨時的任用職員の休暇に係る部分の改正ということで、「、

第 18条（不妊治療休暇）及び第 19条（臨時的任用職員の休暇）」を「及

び第 18条（臨時的任用職員の休暇）」に改正しております。 

今回の改正の社会的な背景でございますが、令和２年５月に閣議決

定されました少子化社会対策要綱において、不妊治療と仕事の両立の

ための職場環境の整備を推進することが掲げられたことに加えまし

て、今現在不妊治療への保険適用拡大に向けた検討も進められており

ます。このような状況を踏まえ、不妊治療を受けやすい職場環境の整

備は社会全体の要請であり、不妊治療と仕事の両立を支援する必要性

が高いと考えられることから今回の改正を行うものでございます。 

簡単ですが、説明は以上でございます。 

 何卒ご審議の上、ご議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

勝 良 教 育 長  この件に関しまして、ご質問等ございませんか。 

 

勝 良 教 育 長  なければ、本件について原案のとおり承認することにご異議ござい

ませんか。 

 

  ［ 全員「異議なし」の声 ］ 

 

勝 良 教 育 長  ご異議ないようですので、【日程第３ 議案第１号 太子町立学校の

府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則中改正の件に

ついて】は、事務局原案のとおり承認するものといたします。 

 

勝 良 教 育 長  続きまして、【日程第５ 報告第２号 町立幼稚園就園・小中学校就

学状況および進路状況について】説明を求めます。 

 

教 育 総 務 課 

学務指導担当 

矢 野 課 長 

 日程第５ 報告第２号 町立幼稚園就園・小中学校就学状況及び進

路状況についてご説明申し上げます。 

まず初めに、令和４年度児童生徒数及び学級数でございます。資料

をご覧ください。 

令和４年４月１日現在の町立幼稚園在籍園児数は、年少８名、年中

12名、年長 14名の計 34名です。 

次に、町立小学校ですが、表中の括弧内に書かれている人数は支援

学級在籍の児童の数です。各学年の人数に含む内数表記とさせていた



だいております。学年全体の人数と学級数ですが、磯長小学校１年生

71名２学級、２年生 68名２学級、３年生 71名２学級、４年生 64名２

学級、５年生 79 名３学級、６年生 62 名２学級、そのうち支援学級が

22 名５学級、計 18 学級 415 名です。山田小学校１年生 20 名１学級、

２年生 35名１学級、３年生 35名１学級、４年生 32名１学級、５年生

29 名１学級、６年生 32 名１学級、そのうち支援学級が 19 名３学級、

計９学級 183名です。町立中学校１年生 95名３学級、２年生 117名４

学級、３年生 125 名４学級、そのうち支援学級が 11 名２学級、計 13

学級 337名です。 

次に、令和３年度末町内学校園進路状況について報告いたします。

資料をご覧ください。 

町立幼稚園を 10名が卒園し、うち８名が磯長小学校へ、１名が山田

小学校へそれぞれ入学し、１名が他市へ転出いたしました。町立小学

校は 103名が卒業し、うち 93名が町立中学校へ進学しました。町立中

学校以外への進学は９名で、うち６名が私立中学校へ、３名が府立富

田林中学校へ入学いたしました。また、１名が他市へ転出いたしまし

た。町立中学校は 114名が卒業し、うち 58名が公立の全日制へ、２名

が支援学校へ、50 名が私立高校へ、４名が専修学校へそれぞれ進学い

たしました。なお、定時制、通信制、就職、その他は０名です。 

以上で報告を終わります。 

 

勝 良 教 育 長  只今報告のありました件につきまして、ご質問等ございませんか。 

 

明 石 委 員 学級編成についてですが、磯長小学校の５年生 79名と太子町立中学

校の２年生 117 名の学級編制についてご説明をいただけたらと思いま

す。 

 

教 育 総 務 課 

学務指導担当 

矢 野 課 長 

学級数を定める法律の中では１学級 40名の基準がありますので、従

来の学級数であれば２学級設置になりますが、府の加配教員を活用す

ることにより 35人以下の学級を実現することができております。 

 

明 石 委 員 弾力的運用でしょうか。 

 

教 育 総 務 課 

学務指導担当 

矢 野 課 長 

 

いえ、弾力的運用等ではなく加配教員が入っております。 

明 石 委 員  そのための加配がついたということですね。 

 



教 育 総 務 課 

学務指導担当 

矢 野 課 長 

 

 はい、そうです。 

 

勝 良 教 育 長  他にございませんか。 

 

明 石 委 員  進路の方で以前から気になっているのですが、懐風館高校が身近な

高校として進学する生徒が多いと思いますが、今後の見通しといいま

すか、動きはどの様になっていくと考えられていますか。 

 

勝 良 教 育 長 一昨年は定員をオーバーしていましたが、昨年と今年は定員割れを

しておりまして、府の条例では３年連続で定員割れした学校について

は、統廃合を考えるという決まりになっておりますので議論になると

思います。以前に、高等学校の在り方について議論する場にゲストス

ピーカーとして出席したことがあり、地元の学校はその地域の中で近

くの学校に進学したいという子どもや障がい等があり遠くへ通えない

という子どもが進学するということがありますので、定員を減らして

でも残して欲しいというスピーチをさせていただきました。条例等で

定められておりますので、すぐに解決する問題ではございませんが、

来年度が正念場ということになります。本町からも近い学校ですので、

本町からも多くの子どもが進学しておりますし、人気のある学校でご

ざいますので、ぜひ存続していただきたいということで要望しており

ます。 

これは懐風館高校だけの話ではなく、今年度は旧南河内の学校で定

員割れが非常に多いということで危惧しているところです。私立高校

が私学助成により授業料が無償化になったこともあり、公立高校はそ

の煽りを受けているところもございます。 

 

勝 良 教 育 長 他にございませんか。 

 

仲 教育長職務代理者 私立高校への進学が増えておりますが、今後もこの傾向は続くので

しょうか。 

 

勝 良 教 育 長 先月の定例会でもお話させていただきましたが、中学校を卒業して

高校へ進学する生徒の中で公立と私立の割合は７対３といった内々の

取り決めの様なものがあり、中学校の校長会の進路部会において全発

生人数の割合を７対３の割合で進学をさせるということでこの間取り

組んできておりました。しかし、私学助成制度ができてから６対４の

割合で落ち着くといった状況に変わってきており、本町においても少

しずつ私学志向が強くなっていると感じています。 



また、中学校につきましても今年は私立や府立中学校へ行かれるお

子さんが多かったです。 

以上です。 

他にございませんか。 

 

勝 良 教 育 長 無いようですので、続きまして、【日程第６ 諸般の報告（その他）】

について説明を求めます。 

 

教 育 総 務 課 

正 野 課 長 

まず、昨日の町立中学校３年生の学年閉鎖の件についてご報告させ

ていただきます。各種対応に時間を要したため、委員の皆様へのご連

絡が遅くなり申し訳ございませんでした。先週あたりから陽性者が少

しずつ出だし、月曜日の時点で生徒４人、教職員５人の陽性者数とな

り、昨日生徒５人、教職員６人という陽性者数になったので、学校医

とも相談し、５月末には修学旅行を予定していることや４月 24日のコ

ロナワクチン接種による副反応での欠席者も多数いること等も勘案

し、昨日の午後から明日 28日までを３年生について学年閉鎖するとい

う判断をさせていただきました。陽性者の数だけを見ると学校内での

集団感染も疑われるところではございますが、各学校とも普段から感

染対策を厳格に実施していただいていることから、学校での濃厚接触

等による感染ではないと判断させていただいております。 

次に、この間日程調整をさせていただいておりました、町村教育委

員会連絡協議会総会の日程でございますが、５月 20日金曜日に決まり

ました。まだ正式な通知は届いておりませんが、委員の皆様におかれ

ましてはご出席いただきますようよろしくお願いしたいと思います。 

最後に、学校訪問の日程についてです。本日ご報告させていただく

予定をしておりましたが、再度学校との調整が必要となりましたので、

申し訳ございませんが決まり次第ご連絡させていただきます。 

以上でございます。 

 

勝 良 教 育 長 只今の件に関しまして、何かご質問ございませんか。 

 

明 石 委 員 今月末に中学校の修学旅行が予定されているということですが、旅

行先で感染が判明した場合の対応について教えていただけますか。 

 

教 育 総 務 課 

正 野 課 長 

出発前の体調確認や検温はもちろん実施しますが、旅行先で感染が

判明した場合の対応としましては、すぐに最寄の保健所等に相談しな

がら対応を図っていきます。 

 

明 石 委 員 感染が判明した場合、その後の旅行については一緒に行動すること

が難しくなると思いますが、その生徒達の対応はどうされる予定です



か。 

 

教 育 総 務 課 

正 野 課 長 

感染が判明した時点で修学旅行自体を途中で中止させていただきま

す。感染者については保護者と連絡をとりながら引率の教職員が対応

する形になります。 

 

明 石 委 員 分かりました。ありがとうございます。 

もう１点、感染予防対策のひとつであるワクチン接種ですが、中学

３年生についてはどれくらいが接種されていますか。 

 

教 育 総 務 課 

正 野 課 長 

担当課に確認はとっておりますが、町立中学校以外に通われている

お子さんもいらっしゃいますので数については把握できておりませ

ん。 

 

明 石 委 員 はい、わかりました。 

 

勝 良 教 育 長 他にございませんか。 

 

勝 良 教 育 長 無いようですので、次に学務指導関係の報告をお願いします。 

 

教 育 総 務 課 

学務指導担当 

矢 野 課 長 

 それでは、令和４年度使用小中学校教科用図書の採択についてご説

明申し上げます。資料はございません。 

小学校教科書につきましては令和２年度に、中学校教科書は令和３

年度にそれぞれ採択されております。令和４年度におきましては、令

和３年度と同一の教科書を選択しなければならないことが示されてお

ります。そのため、本年度につきましては、南河内郡地区の町村立小

学校においては、令和３年度に採択されました教科用図書について使

用することとなります。 

続きまして、令和４年度使用中学校教科用図書の採択についてご説

明申し上げます。 

小学校と同様、令和４年度においては、令和３年度と同様の教科書

を採択しなければならないことが示されております。そのため、本年

度につきましては、南河内郡地区の町村立中学校においても、令和３

年度に採択されました教科用図書について使用することとなります。 

以上で説明を終わります。 

 

勝 良 教 育 長  この件で何かご質問等ございませんか。 

 

勝 良 教 育 長 

 

無いようでございますので、生涯学習関係の報告をお願いします。 

 



生 涯 学 習 課 

東 條 課 長 

生涯学習課より、諸般の報告をさせていただきます。 

まず、行事予定について説明をさせていただきます。 

１つ目は、太子町スポーツ大会です。５月３日から６月 12日までの

間、太子町と太子町教育委員会の主催によりまして、町立総合体育館

や総合グランドなどの各施設におきまして、全 12種類の競技を行うこ

ととしてございます。詳しくはお手元の資料、第 29回太子町スポーツ

大会のチラシに記載させていただいておりますので、また後程ご覧い

ただければと思います。 

２つ目は、春季スポーツ教室でございます。５月 11 日から６月 27

日までの間、太子町教育委員会の主催により町立総合体育館などで親

子体操、テニス、ダンスフィットネス、ヨガの教室を行います。詳し

くはお手元の資料、令和４年度太子町春季スポーツ教室企画書をご覧

いただければと思います。 

３つ目は、竹内街道歴史資料館友の会総会記念講演会です。開催日

は５月 28日土曜日の午後２時から４時まで、竹内街道歴史資料館友の

会の主催で、町立万葉ホールで開催します。当日は、斑鳩町文化財活

用センター長の東野様をお招きしまして、「聖徳太子と磯長墓」をテー

マとしたご講演をお願いしてございます。募集人数につきましては 80

名で、参加費は 200円、申し込みは５月１日からとしてございます。 

続きまして、太子町立生涯学習センター“太子の森”に係る現状報

告をさせていただきます。 

図書館を含みます生涯学習センター関係につきましては、３月の定

例会で生涯学習センター及び図書館の施行規則について、それぞれご

承認をいただいたところでございます。また、現在も７月オープンに

向けてＷｉ-Ｆｉの設置工事や図書の搬入作業などを順次進めており

ます。 

次に、生涯学習センター利用者説明会についてご報告させていただ

きます。 

４月 20 日、22 日、26 日の３日間、現在公民館を利用されているク

ラブ・サークルの皆さんを対象として、現地の見学も含めて説明会を

開催させていただきました。配布資料としましては、「太子町立生涯学

習センター“太子の森”利用案内」、「太子町文化・スポーツ活動活性

化補助金（概要版）」、「『クラブ・サークル１日体験』実施要領」をお

配りしております。資料に沿って説明をさせていただき、その後の質

疑応答では、「使用時間の単位を 30 分刻みにしていただきたい」、「予

約申請と使用料の支払いで２回窓口に足を運ばなければならないのを

どうにか改善できないか」、「現在活動している曜日と時間で利用でき

るように優先的に予約できるようにして欲しい」といったご意見や「研

修室や視聴覚室等はパーテーションで区切られているが、利用の際に

どの程度の音をたてても大丈夫なのか」といったご質問がございまし



た。また、「現公民館をいつまで利用できるか」という質問につきまし

ては、６月 19日までということでお答えをさせていただいております。 

文化・スポーツ活動活性化補助金に対しては、「補助対象団体の要件と

して 10名以上で構成されているとあるが、５名以上にできないか」と

いったご意見がございました。 

７月オープンに向けて順次準備を進めていく中で、利用者のご意見

を聞きながら、改善できる点については改善していきたいと思ってお

りますのでよろしくお願いいたします。 

生涯学習課からの報告は以上です。 

 

勝 良 教 育 長 何かご質問等ございませんか。 

 

仲 教育長職務代理者 今後も利用者の意見を聞いていかれるとのことでしたが、方向性が

大きくずれることのないようにお願いしたいと思います。 

 

生 涯 学 習 課 

東 條 課 長 

制度設計の時に決めさせていただいている方向性についての変更は

行いません。微調整といいますか、運用の中で大きな方向に問題がな

いような部分についてはと考えております。 

 

仲 教育長職務代理者 

 

はい。お願いしておきます。 

 

勝 良 教 育 長 他に、何かご質問等ございませんか。 

 

上 籔 委 員 太子町春季スポーツ教室の件についてですが、コロナの蔓延によっ

て中止になっていたので２年ぶりの開催になりますね。 

 

池田教育次長 テニスなど屋外の種目については実施しておりました。 

 

上 籔 委 員 親子体操やダンスフィットネスなど屋内の種目については久しぶり

の実施になるかと思いますが、マスクの着用が難しい小さなお子さん

の参加やダンスフィットネスはハードな運動なのでマスクを着用して

実施するのかといった点が気になります。学校では体育の授業や部活

動の際にはマスクを着用しなくてもよいと指導されていると思います

が、感染防止策についてはどのように考えておられますか。 

 

生 涯 学 習 課 

東 條 課 長 

教室を開催する時期の状況に見合った感染防止対策を実施できるよ

う、情報収集を行って対応していこうと考えております。 

 

上 籔 委 員 特に親子体操は小さいお子さんが参加されますので、安心して参加

していただけるよう、感染防止対策の徹底をお願いしたいと思います。 



勝 良 教 育 長 スポーツについては競技団体でコロナ対策のガイドラインを策定さ

れていますので、大会等ではガイドラインに沿って開催されておりま

す。中学校での対応についてですが、現場におられた吉村課長補佐か

らお話していただけますか。 

 

教 育 総 務 課 

吉村課長補佐 

 

基本的に運動する際は、部活動では着用しないが基本になっていま

す。ただ、更衣や移動、集合している時は必ず着用といった指導をし

ております。体育の授業では、必ず全員マスクを外しなさいという指

導はしておりません。マラソン等では自分のペースで走りながら、マ

スクの着用でしんどくなったらすぐに申し出るようにといった形で、

それぞれの個に応じた形での対応をしていると聞いています。 

 

勝 良 教 育 長 以前にマスクをさせない運動をされてる方から、学校でのマスク着

用の指導をやめてくださいといった要望がございましたが、文科省か

らの指導内容に沿って対応しておりますし、最終的には個人の意思を

尊重するという形をとっていただいております。学校としては、文科

省や教育委員会からの指導に沿った形での基準を設けて運営していた

だいているのが現状です。 

今月の校園長会で、今年度はプールの授業も基本的に実施する方向

で考えていくということで話がありました。コロナが流行してからの

間、安全対策、感染対策をとりながらプールの授業を実施しておられ

る学校もありますので、それらを参考にしながら実施していきたいと

のことでございました。 

他に何かご意見ございませんか。 

 

明 石 委 員 教職員人事の中で、小中交流人事が行われてますね。小中一貫教育

が重点目標の１つに取り上げられており、それを踏まえての人事であ

ると思いますが、ねらいについて教えていただけますか。 

 

教 育 総 務 課 

学務指導担当 

矢 野 課 長 

小学校において専科指導を取り入れ、子ども達の受け取りの状況や

教職員の指導の仕方、教職員同士の交流についてご意見を聞かせてい

ただき、今後の取り組みに反映させていきたいと考えております。 

 

勝 良 教 育 長 今年度は町立中学校から磯長小学校へ社会科の先生が異動しており

ます。 

 

教 育 総 務 課 

学務指導担当 

矢 野 課 長 

ちょうど「わたしたちの太子町」の改訂に向けての作業の年であり

ますので、中学校の専門的な部分と小学校での取り組みを融合させる

というねらいもあります。 

 



勝 良 教 育 長 小学校高学年での教科担任制を文科省が進めておりますので、でき

るだけ円滑に小中の連携を進めていきたいと考えております。 

他にございませんか。 

 

明 石 委 員 

 

 60 歳で定年退職されて、その後、再任用あるいは講師で仕事を継続

される方が多くなっていますね。一方で定年延長制の話が以前から出

ておりますが、現在どういう状況になっていますか。 

 

勝 良 教 育 長 

 

今年度までが 60 歳で定年退職ですが、来年度から 61 歳が定年退職

となり延長になっていきます。ただ、役職定年制をとられますので、

60 歳を迎えられる年度に校長であったとしても、次年度は一般教員で

勤務ということになります。大阪府は管理職が不足しているという現

状がございますので、この間、再任用校長の登用をしております。来

年度から定年延長によりどうするかという問題があり、大阪府として

は引き続き役職を継続できるようにして欲しいということで文科省に

要望を出しておりますが、まだ回答はいただいておりません。ただ、

再任用で校長を引き受けていただいても、給与については定年前と同

額ではないので善意に頼っているところがありますので、見直しが必

要になってくると思います。 

他にございませんか。 

 

上 籔 委 員 今年度から小中一貫教育が始まっておりますが、中学校においては

明日開催が予定されていたＰＴＡ総会で保護者に説明をする予定だっ

たのでしょうか。 

 

教 育 総 務 課 

学務指導担当 

矢 野 課 長 

 

総会の中で説明を予定されていたかもしれませんが、コロナの関係

で明日は中止と聞いております。 

小中一貫教育について教職員向けの冊子は作成し学校に配布してお

りますが、保護者向けのものについてはまだ作成できておりません。 

 

上 籔 委 員 保護者に説明がないまま進んでることになっていますし、子ども達

に対しても説明がされていないですよね。当事者に対して説明がされ

ないまま進んでいるのはどうかと思います。子ども達自身も学校の状

況が分かった上で、前向きに全体で取り組んでいけるとよいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

 

教 育 総 務 課 

学務指導担当 

矢 野 課 長 

 

はい。ありがとうございます。 

 



勝 良 教 育 長 他にございませんか。 

 

勝 良 教 育 長   無いようですので、本日の日程はすべて終了しました。 

次回は、５月 20日の午前 10時 30分に開催させていただきます。 
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